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１ 陳情の審査 

(1)陳情第１号「別居・離婚後における良好な親子関係を維持する制度」を求める陳情 

 

 

 

 

 

 

 資料 陳情第１号「別居・離婚後における良好な親子関係を維持する制度」を求める

陳情について 

 参考資料 家族法制の見直しに関する中間試案に関する意見募集に関する参考資料 
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１ 国の動向等について 

（１）法制審議会への諮問 

  令和３年２月１０日開催の法制審議会総会において、法務大臣が審議会へ「離婚及びこれに関連する

家族法制の見直し」について諮問を行った。 

  本件については、「法制審議会家族法制部会（新設）」に付託して審議することとされた。 

   

 

 

 

 

 

（２）法制審議会家族法制部会について 

  諮問第１１３号を調査審議するために設置され、令和３年３月３０日に第１回会議が開催され、令和

５年７月１８日までに２９回開催されている。 

 

（３）「家族法制の見直しに関する中間試案」の意見募集について 

令和４年１１月１５日法制審議会家族法制部会第２０回会議において、「家族法制の見直しに関する

中間試案」がとりまとめられ、令和４年１２月６日から令和５年２月１７日までパブリックコメントが

実施された。 

 

（４）児童手当の支給について 

児童手当の支給については、法定受託事務として、児童手当法に基づいて本市が支給しているが、支

給対象者については、同法により、原則として、父、母ともに児童を養育している場合には、生計を維

持する程度の高い方（一般的には所得の高い方）が請求者（受給者）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陳情第１号 「別居・離婚後における良好な親子関係を維持する制度」を求める陳情について 

■法務大臣から法制審議会への諮問（諮問第１１３号） 

「父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益の確

保等の観点から、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等を見直す必要があると思われるので、その要綱

を示されたい。」 
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（５）面会交流について 

現行法において、面会交流については、民法第７６６条に規定されている。このうち、「父又は母と子

との面会及びその他の交流」（面会交流）の文言は平成２３年の法改正において、「子の監護について必

要な事項」の例示として初めて明示されたものであり、面会交流の法的概念の整理や取決めの促進・確

保、取決め内容や考慮する要素を定めること等についても、家族法制部会における論点となっている。 

 

 

 

■児童手当法（昭和四十六年五月二十七日法律第七十三号）【抜粋】 

第４条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。 

(1) 次のイ又はロに掲げる児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、日本国内に

住所を有するもの 

イ １５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童 

ロ 中学校修了前の児童を含む二人以上の児童 

(2)～(4) （略） 

２ （略） 

３ 第１項第１号又は第２号の場合において、父及び母のうちいずれか２以上の者が当該父及び母の子

である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母のうち

いずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする

ものとみなす。 

４ 前２項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母のう

ちいずれか一の者が当該児童と同居している場合（当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、

これと生計を同じくするその他の父若しくは母と生計を同じくしない場合に限る。）は、当該児童は、

当該同居している父若しくは母によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 

■民法（明治 29年 4月 27 日号外法律第 89号、平成二三年六月法律六一号改正）【抜粋】 

（離婚後の子の監護に関する事項の定め等） 

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他

の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場

合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 

２ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定め

る。 

３ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について

相当な処分を命ずることができる。 

４ 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 
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２ 本市におけるひとり親家庭支援について 

本市では、ひとり親家庭にとって最も重要な「経済的支援」を中心として、「子育て・生活支援」、「養

育費確保」、「就業支援」に基づいた支援施策の充実により、安定した生活の維持と、経済的自立に向けた

支援に取り組んでいる。 

 そのうちの「養育費確保」として、養育費の立替払いを行う保証会社等を活用する場合の手数料の補

助、養育費に関する「公正証書」等の作成において負担した費用の補助のほか、養育費に関する講習会・

個別相談や子どものいる家庭向けの離婚前講座等をひとり親家庭の支援として実施している。 

 

３ 本市施設及び女性相談における取り扱いについて 

（１）保育施設における転園手続きについて 

  本市の保育施設における転園手続きについては、利用している園又は区役所への異動届の提出によ

り行っているが、近年、離婚協議中の状態にある保護者間において、一方の保護者のみの意思に基づき

退園等の手続きがなされたことにより問題となった事例があったことから、異動届の保護者記名欄を

２つ設け、原則として両保護者の記名をいただくよう運用の見直しを行っている。 

  なお、保護者の一方のみの意思に基づく転園・退園処理によるトラブルを回避するため、両保護者に

記名をお願いしているものであるが、ＤＶなどの理由で両保護者の同意が得られない場合や、転出する

ことを相手方に知られないための配慮が必要な場合などは、一方の記名のみでも受理することとして

いる。 

 

（２）市立学校における転校手続きについて 

  市立学校における転校手続きについては、学校において転退学届の受領や在学証明書等の交付等の

手続きや、区役所において住所変更等の手続きを行っており、特別な事情や、児童生徒に配慮が必要な

場合にあっては、学校長との面談や関係部署との連携により、個々の事情を確認の上、就学の機会が確

実に確保されるよう、手続きを行っている。 

 

（３）女性相談における取り扱いの現状について 

  女性相談における取り扱いについては、相談者本人の申し出と意思に基づいて対応している。同伴児

についても「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第三条第３項第三号「被害者

（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条、

第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。」に基づ

き一時保護の勧奨を行っている。 
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４ 陳情項目に対する本市の考え方 

 

【項目１について】 

 

１ 子どもの養育に関する制度化の見直し 

  ・子の監護に要する費用の適正な分担（監護方針の明確化） 

  ・児童手当の分担支給（双方の実親にそれぞれ分割支給） 

 

  「離婚及びこれに関連する家族法制の見直し」については、現在、「法制審議会家族法制部会」に付

託しされ審議されているところであり、今後、民法等の改正に伴い、国において各種制度の見直し等が

検討されていくと認識しており、本市としても国の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 

【項目２について】 

 

２ 子どもの面会交流の拡充と心理サポート 

  ・公的機関における面会交流場所の提供（公共施設の活用） 

  ・家族問題向けの専門カウンセラーの配置（子どもの相談窓口） 

 

面会交流については、現行法では、父母間の協議ないし調停、審判等による取決めがされ、その取

決めに従って履行されることが想定されているところです。よって、現段階においては、前提となる

離婚時の取り決めにつながる支援を行うことが重要であると考えており、離婚前講座の開催など、離

婚が子どもに与える影響や面会交流等の取決めの重要性を啓発するとともに、公正証書の作成支援に

も取り組んでいるところでございます。 

また、現在、「法制審議会家族法制部会」において、面会交流に関する事項の法制化等についても審

議されているところでございますので、本市制度の在り方の検討にあたりましては、今後の国の動向

を注視していく必要があると考えております。 

 

【項目３について】 

 

３ 子どもの連れ去り（父母の同意のない居所変更）の防止 

  ・一方的な保育施設等の入退園防止（父母の意思確認） 

  ・一方的な学校施設等の転校防止（父母の意思確認） 

  ・ＤＶ等支援措置に関する法令及び手続における事実確認（実施有無の必要性確認） 

 

  父母の同意のない居所変更の取り扱いについては、上記３のとおりであり、今後とも、家庭の状況に

応じた適切な対応を行ってまいります。 
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参考資料
 家族法制の見直しに関する中間試案に関する意見募集に関する参考資料
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